
　* 報告徴求の対象は、協会及び監査事務所

　* 検査結果通知の対象は、協会及び監査事務所

報  告  徴  求*

審査会における審議

審査会における審議

 ・ レビュー制度の運営の適切性

 ・ 品質管理（監査業務の適切性 等）

 ・ 監査人の独立性　等

公認会計士・監査審査会の審査・検査手続

協　　会

検　　　　査

…日本公認会計士協会が監査事務所の業務の状況

　 について調査し、報告（月次又は必要に応じて）

監査事務所

審　　　　査

被監査会社

協会からの報告の受理

勧　　　　告

※ 審査・検査の実務については、会長及び委員の指揮の下、事務局において行っている。

行政処分（金融庁）

検査結果通知*

 (必要があると認めるとき)

 必要かつ適当で
 あると認めるとき

 必要かつ適当で
 あると認めるとき

審査及び検査の対象
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審査及び検査の事例（モデルケース Ａ監査法人） 

 
《 協 会 よ り 報 告 の 受 理 》 

 
 
《 審   査 》 
  

担当者が報告等を検証 
 
協会に質問書を送付 

① 監査業務の新規受嘱及び継続について 
② 監査事務所としての品質管理の実施状況の点検について 
③ 売上高の計上基準の変更について 
④ 監査意見表明のための審査実施について 
協会の回答を受理、回答を検証 

 
Ａ監査法人に対して報告徴求 

上記①について、監査業務の新規受嘱及び継続に関する 
Ａ監査法人の方針と実施した手続について確認する必要。  

Ａ監査法人より報告の受理、報告の検証 
 

審査会で審議 
審査会における審議の結果、Ａ監査法人の監査業務が適切に行われて 
いるかどうかを検討する必要。そのために検査を実施することを決定。 
 
 

 
《 検   査 》 

  
Ａ監査法人に対する検査を実施 

（着眼点） 
・ 内部管理体制 
・ 審査体制 
・ 監査調書の記録、保存の状況等 

 
審査会で検査結果について審議 

 
Ａ監査法人に対して検査結果を通知 
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監査の信頼性確保のために 

―審査基本方針等― 

 

公認会計士・監査審査会 

平成１６年６月２９日 

改正平成１７年６月１４日 

 

公認会計士法は、公認会計士が、監査及び会計の専門家として、独立した立場におい

て財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な

事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する

ことを使命とする旨を規定している。日本公認会計士協会（以下「協会」という。）は、

公認会計士又は監査法人（以下「監査事務所」という。）の行う財務諸表の監査業務の

改善進歩を図る活動を行っているが、改正公認会計士法の施行により、協会がこれまで

行ってきた監査の質を向上させるための監査事務所に対する調査活動は法的にも位置

づけられ、その報告が義務づけられた。協会の調査活動の信頼性の一層の向上のため、

公益的見地から公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）がこれを審査し、

必要に応じて検査する（以下「モニタリング」という。）機能も法的制度として導入さ

れた。 
 
審査会が実施するモニタリングは、協会からの報告に基づき、協会による監査事務所

における監査業務に対する調査制度が適切に運営されているかどうか及び監査事務所

における監査業務が適切に運営されているかどうかについて、独立した公益的立場から

審査を行い、必要があると認めるときに監査事務所等に立入検査を行うものである。審

査会は、その結果に基づき、必要があると認めるときは金融庁長官に対して勧告を行う

ことができる。その意味で、審査会の実施するモニタリングは、金融庁による公認会計

士等に対する監督機能や協会の発揮する自治統制機能と相俟って、全体としてわが国の

監査の質の確保と実効性の向上を図る制度的仕組みの主要な核をなすものである。 
 
審査会は、監査の質の確保と実効性の向上に対する国民の期待に対応し、改正公認会

計士法の趣旨に則り、証券監督者国際機構（IOSCO）の「監査人の監督に関する原則」

等の国際的な潮流をも勘案し、監査人監督機関の国際会議に参加するとともに、海外の

関係監督当局との緊密な協力関係を積極的に構築していくことも視野に入れつつ、以下

のような視点及び目標を基本として、モニタリングを実施することとする。 
 

【視点】 

審査会が実施するモニタリングにおいては、現在、協会が上記調査活動として実施

している「品質管理レビュー」等の既存の枠組みにとらわれることなく、常に国民の
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視点という公益的立場に立ち、審査会の有する権能を最大限に発揮して、監査の質の

確保と実効性の向上を積極的に図っていくものとする。また、国際的動向に積極的に

対応するとともに、年次活動報告を発行するなど、内外に対する適切な情報発信に努

める。 
 

【目標】 

審査会が実施するモニタリングは、個別監査意見そのものの適否の判断を直接主眼

とするのではなく、協会による品質管理レビューの一層の機能向上を公益的立場から

促していくことを基本とすることにより、協会の効果的な自治統制機能を通じて、監

査事務所における監査業務の充実・強化を図ることを目標とする。 
 
 
審査会は、モニタリングの実施に当たって、以上のような観点を踏まえ、次のよう

に「審査基本方針及び審査基本計画」及び「検査基本方針」を定める。なお、社会経

済情勢の変化、審査・検査手法の向上等を踏まえ、これらの方針等について、事務年

度毎に見直しを行い、必要に応じ適宜改正を行うものとする。 
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Ⅰ.審査基本方針及び審査基本計画 

 
１．審査基本方針 

  
 (１) 基本的考え方 

 
新たに審査会によるモニタリング制度が導入された目的に鑑み、また、制度導

入当初であることを踏まえ、限られた行政的資源のもとでこの機能を効果的に果

たしていくために、当面以下のような考え方を重視することとする。 
 

① 監査の質の確保と実効性の向上に対する期待への積極的対応 

 

監査の質の確保と実効性の向上への期待に積極的に対応するために、協会か

らの報告のみにとらわれず様々な情報を活用して、特に大きな問題点の的確な

把握や実効性ある改善が確保され得るようなアプローチを確立していくことと

する。その際、特にわが国経済に大きな影響を与える上場企業等に対する監査

業務に係る品質管理の状況が遅滞なく的確に把握できるようなアプローチを模

索し、確立する。 
 

② 監査業務への継続監視と協会による品質管理レビューの一層の機能向上 

 
協会からの報告に基づき継続的に審査活動を進めていくことに加え、協会に

よる品質管理レビュー自体の信頼性、実効性を高め、審査の結果が適切に反映

されるような仕組みが確実に構築されることを目指すとともに、信頼性の高い

品質管理が監査業務に浸透するよう努めていく。 
 
(２) 審査の枠組み 

 

① 協会からの品質管理レビューに係る報告書を受理し、あわせて関連する報告・

資料について徴求を行い、また必要な場合には監査事務所からも所要の報告・

資料について徴求を行うとともに、様々な情報を活用し、これらの内容に基づ

き、主に以下について審査を行うものとする。 
 
イ．協会による品質管理レビュー制度の運営が適切に行われているかどうか。 

   
ロ．協会からの報告を踏まえ、監査事務所における監査業務が適切に行われて

いるかどうか、協会による品質管理レビューでの指摘が適切に監査業務に反映

されているかどうか。 
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② 上記の審査の結果、審査会は、個別事情に応じ、審査会の意見を評価・提言等

といった形で示していくとともに、必要に応じて金融庁長官に対し行政処分その

他の措置について勧告を行うなど適切な対応を行う。 
   
  ③ その他必要に応じ、審査会の任務を踏まえ、監査業務全体の質の確保と実効性

の向上に資すると考えられる措置が認められた場合には、これを助言・提言等の

形で関係者等に対し表明する。 
 
２．審査基本計画 

 
（１）継続的審査活動と重点審査事項 

 
 上記の審査基本方針に基づき、次のような事項に重点を置いて、協会からの報

告を基にその内容を継続的に審査する。その際、協会の自治統制機能を評価すると

ともに、特定の法令等諸基準の遵守状況を横断的に審査する新たな手法の可能性に

ついても検討を行う。 
 
① 非監査業務の同時提供の禁止等、監査人の独立性確保の状況の確認 
② 協会による品質管理レビューにおいて指摘された改善勧告事項とそのフォロ

ーアップ（リスク・アプローチ、監査意見表明のための審査機能等） 
③ 個人会計士による大会社等の監査や長期間継続している監査人による監査に

ついて、品質管理の観点からの問題点の有無 
④ 審査体制や業務管理体制等に係る適切性 

     
（２）当面の各事務年度における更なる取組み 

 
 上記の継続的な審査活動に加え、協会による品質管理レビューの一層の機能向上

を図る見地から、当面各事務年度毎に次のような取組みを行う。 
 
【平成 16 事務年度（17 年 6 月まで）】 

協会によるこれまでの品質管理レビュー（基本的スタンス、実施体制、実施

方法等）について、深度ある実態把握を行い、その成果及び実効性について十

分に検討・評価を行う。その結果が翌年度の協会による品質管理レビューの計

画に十分反映されるように、当年度のできるだけ早い時期に、協会による品質

管理レビューの一層の信頼性向上と効果的な遂行のための条件整備・手法改善

等に関し、公益的立場から助言・提言等を行うとともに、必要に応じて勧告を

行う。 
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（注）品質管理レビューの実態把握及び提言については、報告書「品質管理レ

ビューの一層の機能向上に向けて」を平成 17 年２月８日に取りまとめた

うえ、協会に手交するとともに公表した。なお、協会は同月 17 日に上記

報告書への対応策を策定し、審査会に報告するとともに公表した。 
 

 
   【平成 17 事務年度（18 年 6 月まで）】 

      初年度の取組みを踏まえて改善・実施される協会による品質管理レビューを

前提にした審査を行う。その際、初年度の取組みに対する評価・見直しを行い、

重点審査事項により留意した対応や審査会と協会との実務的な役割分担・連携

関係を明確化することも含め、その取組みについて一層の改善・向上を図るた

めの方策を検討し、審査の枠組みを強化する。 
また、ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた財務報告に係る内部統

制の有効性等や、監査の品質管理の向上等に関する企業会計審議会における審

議動向について注視していくとともに、審査会としての対応を検討していく。 
 

【平成 18 事務年度（19 年 6 月まで）以降】 

     協会による品質管理レビューが、相当程度機能向上していることを基本とし

て、協会による品質管理レビューと審査会による審査活動による相乗効果によ

り、一層の監査の質の確保と実効性の向上を目指す。 
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Ⅱ.検査基本方針 

 

審査会の検査は、協会からの報告に対して「審査基本方針及び審査基本計画」に基

づき行われる審査結果を踏まえて、必要に応じ次のように実施する。 
 

１．検査の枠組み 

 
審査会の検査の基本的枠組みは以下のとおりである。 
 

（１） 協会による品質管理レビュー制度の運営が適切に行われているかどうかにつ

いての審査結果に基づき、必要があると認めるときに協会等に立入検査を行う。 
（２） 協会からの報告を踏まえ、監査事務所における監査業務が適切に行われている

かどうか、又は協会による品質管理レビューでの指摘が適切に監査業務に反映さ

れているかどうかについての審査結果に基づき、必要かつ適当と認めるときに監

査業務に関し監査事務所に立入検査を行う。 
（３） 上記（２）の過程で、さらに監査事務所における監査業務に関する状況を適切

に把握する必要があると認める場合には被監査会社等に立入検査を行う。 
  
 検査の結果、審査会は個別事情に応じ、審査会の意見を評価・提言等といった形で

示していくとともに、必要に応じて金融庁長官に対し行政処分その他の措置について

勧告を行うなど適切に対応する。 
 
２．検査の実施 
 

検査は、以下のような場合に実施する。 

 
（１） 協会による品質管理レビューにおいて、重要なレビュー手続が欠けている、又

はその実施が不十分である等、協会による品質管理レビューが十分であるかどう

か確認する必要が認められる場合等（主に対協会） 
（２） 協会による品質管理レビューを通じて、監査事務所における監査業務が適切

に行われているかどうか確認する必要が認められる場合、協会による品質管理レ

ビューでの指摘が適切に監査業務に反映されているかどうか確認する必要が認

められる場合、又は監査事務所における業務管理体制が有効に機能しているかど

うか確認する必要が認められる場合等（主に対監査事務所） 
（３） 監査事務所における監査業務に対応する被監査会社等の側における内部管理

体制を確認する必要が認められる場合、又は監査事務所における監査業務の実施

状況を被監査会社等の側において確認する必要が認められる場合等（主に対被監

査会社等） 
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（４） 法令等諸基準の遵守状況を横断的に確認する必要が認められる場合 
(５) 上記のほか、個々の審査の結果、個別事情等を勘案し、公益又は投資者保護の

ため必要かつ適当であると認められる場合 
 

３．検査の手続 

 
審査の結果に基づき、検査の必要があると認められる場合には、運営規程に従い、

検査の対象範囲、検査の目的、検査対象事項等、検査の実施項目を定める検査実施

計画を策定し、検査を終了したときは、被検査事務所等に対して検査結果の通知を

行う等適切な手続をとるものとする。 
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有恒監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 

 

平成 18 年 11 月 29 日 

公認会計士・監査審査会 

 

公認会計士・監査審査会は、有恒監査法人を検査した結果、下記のとおり、当該監査

法人の運営が著しく不当と認められたので、本日、金融庁長官に対して、公認会計士法

第 41 条の２の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよ

う勧告した。 

 

記 

 

１. 有恒監査法人を検査した結果、次のとおり問題がみられ、当該監査法人の運営は著

しく不当なものと認められる。 

（１）内部管理に関する規程等を定めておらず、また、本部組織が未整備であり監査

部門を横断的に統制していないなど、内部管理体制は不十分である。 

（２）監査の品質管理全般にわたって方針と手続が未整備又は不十分である。 

（３）監査業務の審査については、審査が実施されていない監査業務や重要な監査上

の論点が審査に付されていない監査業務があるなど審査態勢は不十分である。 

（４）品質管理の実施状況の点検が全く行われていない。 

（５）リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分、不適切であるなど監査

の基準に準拠していない手続がみられる監査業務があるほか、監査調書の作成及

び査閲が不十分なため、監査手続実施における検討過程が明らかでない監査業務

がある。 

 

２．また、当該監査法人は、このような著しく不当な運営の事実の一部を隠すために虚

偽の内容を記載した業務報告書（平成 17 年３月期及び平成 18 年３月期）を近畿財務

局長に提出し、日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいても虚偽の内容の回答

を行うなど、法人全体として業務改善に真摯に取り組んでいないものと認められる。 

 
 

66



麹町監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 

 

平成 19 年３月 28 日 

公認会計士・監査審査会 

 

 公認会計士・監査審査会は、麹町監査法人を検査した結果、下記のとおり、当該監

査法人の運営が著しく不当と認められたので、本日、金融庁長官に対して、公認会計

士法第 41 条の２の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を講

ずるよう勧告した。 

 

記 

 

 麹町監査法人を検査した結果、次のとおり問題がみられ、当該監査法人の運営は著

しく不当なものと認められる。 

 

１． 最高経営責任者及び監査の品質管理に関する責任者を定めていないなど当該監

査法人の本部組織は未整備であり、また、品質管理に関する方針と手続の整備及

び運用が不十分なため、各監査部門（分室）を横断的に統制していない。さらに、

監査業務の審査において、財務書類に重大な疑義があり、適正意見を表明できな

いものと社員会が決定したにもかかわらず適正意見が表明されるなど法人の業

務管理体制は不十分である。 

 

２． リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分、不適切であるなど監査

の基準に準拠していない手続がみられる監査業務があるほか、監査調書の作成が

不十分なため、監査手続実施における検討過程が明らかでない監査業務がある。 

 

３． 監査法人の業務管理体制として法令で設置を義務付けられている「点検する機

構」が設置されていない。また、個々の監査業務の実施状況の点検について平成

18 年９月まで全く行っておらず、その後実施した点検においても点検結果に対す

る改善案を検討していないなど不十分な点がある。 
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東陽監査法人に対する検査結果に基づく勧告について 

 

平 成 1 9 年 ７ 月 ５ 日 

公認会計士・監査審査会 

 

公認会計士・監査審査会は、東陽監査法人を検査した結果、下記のとおり、当該監査

法人の運営が著しく不当と認められたので、本日、金融庁長官に対して、公認会計士法

第 41 条の２の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を講ずるよ

う勧告した。 

記 

 

東陽監査法人を検査した結果、次のとおり問題がみられ、当該監査法人の運営は著し

く不当なものと認められる。 

 

１．本部組織による監査部門の各班への業務方針等の周知や業務管理が十分でないなど、

当該監査法人の組織的な業務運営は不十分である。また、日本公認会計士協会（以下

「協会」という。）の品質管理レビューの指摘に対する改善を監査実施者に任せて、

改善状況を本部組織が管理していないため、直近の協会の品質管理レビューにおいて、

前回と同様の指摘を含む多数の指摘を受けるなど、内部管理体制は不十分である。 

 

２．当該監査法人は、子会社が実施する業務について非監査業務の同時提供の禁止に抵

触するか否かの検討をしておらず、また、行政当局に提出する業務報告書の作成に当

たり、関係会社等の有無、大会社等の被監査会社数等を確認せず、さらに、定款に記

載のない業務を提供しているなど、法令等遵守態勢は不十分である。 
 

３．監査業務の遂行において、リスク･アプローチに基づく監査計画の立案が不十分、

不適切であるなど監査の基準に準拠していない手続がみられる監査業務があるほか、

監査調書の作成及び査閲が不十分なため、監査手続実施における検討過程が明らかで

ない監査業務がある。 

 

４．監査業務に係る審査において、審査を適切に実施する体制の整備が不十分であるほ

か、審査の実施においても、審査担当者が自己の実施した監査業務の審査を実施して

いる監査業務があり、また、中間期と期末の審査を異なる審査担当者が実施している

にもかかわらず、審査担当者間の引継ぎを十分に行っていないため、期末の審査担当

者が重要な監査上の論点を看過している監査業務がある。さらに、重要な監査上の論

点について深度ある審査が実施されたとはいえない監査業務があるなど、審査態勢は

不十分である。 
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小規模監査事務所の監査の品質管理について（概要） 
 

 

 

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、審査基本方針等に基づ

き、平成16年度及び平成17年度の日本公認会計士協会による品質管理レビュー（以

下「品質管理レビュー」という。）に関して審査・検査を行っているところである

が、これまでの小規模監査事務所に対する審査・検査の事例等の集積を踏まえ、今

般、「小規模監査事務所の監査の品質管理について」として中間的な報告を取りま

とめた。 

本報告においては、品質管理レビューにおいて改善勧告のなされた事例及び審査

会の審査・検査において問題とされた事例並びに、問題点を監査業務の遂行に関す

る主な項目ごとに取りまとめ、最後に、問題点の総括及び審査・検査を通じて把握

した制度上の問題点についてまとめている。 

なお、審査会の審査・検査は主として改善を要する監査の品質管理上の問題点を

指摘するものである。本報告に記載しているこれらの問題点は、品質管理レビュー

及び審査・検査で認められたものであり、これらの指摘は各監査事務所の行う個々

の監査報告書における監査意見の表明が不適切であるとするものではないこと、ま

た、ここで取り上げていない項目は、すべて適切であることを意味するものではな

いことに留意する必要がある。 

 

１．本報告の構成 

本報告は以下の内容で構成されている。 
① 小規模監査事務所の概要 
② 小規模監査事務所の監査の品質管理上の問題点 

・ 監査手続 
・ 監査意見表明のための審査 
・ 監査契約の新規締結及び更新 
・ 監査責任者の交替 
・ 共同監査 

③ 事例 
④ 小規模監査事務所の問題点の総括 
⑤ 小規模監査事務所に係る制度上の問題点 
 

２．小規模監査事務所の概要 

本報告において「小規模監査事務所」とは、小規模監査法人及び個人公認会計士

（以下「個人事務所」という。）を指している。小規模監査法人とは、我が国の監

査法人のうち４大監査法人及び中規模監査法人（４大監査法人に次ぐ規模を有する

平成 18 年 11 月８日
公認会計士・監査審査会
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上位 20 法人）を除いたものとしている。 
本報告で取り上げた小規模監査事務所は、平成 16 年度及び平成 17 年度の品質

管理レビューの対象となった小規模監査法人（88 法人）及び個人事務所（128 事

務所）の計 216 事務所である。 
 

３．監査の品質管理上の問題点 

本報告では、小規模監査事務所の行う個々の監査業務の遂行に関する事例及び問

題点を取り上げている。主な内容は以下のとおりである。 
① 監査手続 

「監査マニュアルの整備」「リスク・アプローチに基づく監査計画の立案」

「監査調書の記録」「確認」「会計上の見積り」の各項目に係る指摘事例及び

問題点を記載。たとえば、「リスク・アプローチに基づく監査計画の立案」に

関しては、小規模監査事務所のほとんどに問題が見られている。また、幅広

い項目において文書化に問題が見られている。 
② 監査意見表明のための審査 
   審査体制の整備及び運用に係る指摘事例及び問題点を記載。小規模監査事

務所の６割に問題が見られている。 
③ 監査契約の新規締結及び更新 
   監査契約の更新時におけるリスク評価に係る指摘事例及び問題点等を記

載。小規模監査事務所の３割に問題が見られている。 
④ 監査責任者の交替 

    監査責任者の交替（ローテーション）制度の整備に係る指摘事例及び問題

点を記載。個人事務所のほとんど及び小規模監査法人の４割に問題が見られ

ている。 
⑤ 共同監査 
   共同監査の遂行（監査業務の分担等）に係る指摘事例及び問題点を記載。

共同監査協定書を締結していない状況等が見られている。 
 

４．事例 

  個人事務所が実施する個別の監査業務において、監査手続上の問題等が幅広く見

られるものを取り上げている。 

 

５．問題点の総括 

  小規模監査事務所における固有の問題と思われるものを、「大会社等の監査を行

うための体制」「監査の品質管理に対する意識」及び「被監査会社の問題点」の３

項目に分けて総括的に取りまとめている。 

小規模監査事務所においては、大会社等に対する組織的な監査体制をとることが

困難な状況が見られ、また、監査体制面での整備の遅れのほかに、監査の品質管理
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に対する意識についても問題が見られている。 

 

６．制度上の問題点 

個人事務所による監査業務の適切性の確保に関して、以下の制度上の問題点を取

りまとめている。 

 ・監査法人と異なり、公認会計士に対しては、監査業務の遂行が著しく不当な場合

に「必要な指示」や懲戒処分を行うことができないものとなっているが、「必要

な指示」や懲戒処分を行うことができるようにすべきではないか。 

 ・また、公認会計士に対しては、相当な注意を怠って重大な虚偽等のある財務書類

をないものとして証明した場合に、戒告又は業務停止の処分を行うことができる

としているが、故意による虚偽証明等の場合と同様に登録の抹消も選択肢として

加えるべきではないか。 

 

（以上） 
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